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伊丹市の子ども一人ひとりの個性を伸ばし、可能性を広げる多様な学びや

体験の機会を創出・確保し、次の世代を担う子どもたちの健やかな成長を支

えるために、令和8年4月より文化・芸術教室、スポーツ教室、学習教室等

の習い事に要する費用の一部を助成します。

～誇りあるまちを、次の世代へ。～

伊丹市は、誇りあるまちを次の世代へとつなぐ

ため5つの政策方針掲げ、事業を展開しています。

このたび、政策方針「未来への投資」における

重点事業の一環として、令和8年度より習い事へ

の支援を新たに実施し、未来を見据えた支援の充

実と子どもや子育て世帯を支える環境づくりに着

手します。

事業実施の背景

伊丹市子どもの習い事応援事業

事業の概要

5つの政策方針

 1．未来への投資

 2．健康的な暮らし

 3．チャレンジ応援

 4．安全第一のまち

 5．改革の断行



助成対象者：伊丹市内に住民登録のある小学校1～6年生の保護者のうち、

就学援助を受給されている方等

対象児童数：約1,250人

助成の金額：対象児童1人あたり、月8,000円相当（年96,000円相当）

※本事業専用の電子クーポンを付与

助成の対象等

伊丹市子どもの習い事応援事業

事務局
㈱まいぷれwi thYOU

登録教室

助成対象者伊丹市

①登録申請

②登録承認

⑤支払額確認

利用申請 クーポン
付与

⑥支払い
（翌月末）

③クーポン利用
習い事実施

④付随手続き

利用案内

①【登録教室】 登録申請

②【事務局】 登録承認

③【助成対象者】クーポン利用

習い事実施

④【助成対象者】付随手続き

【登録教室】 付随手続き

⑤【事務局】 支払額確認

【登録教室】 支払額確認

⑥【伊丹市】 支払い

スキーム



令和8年2月18日（水）登録教室説明会

 教室登録の申請受付開始（以降、随時募集）

 令和8年4月 1日（水）クーポン利用開始

 令和8年5月 1日（金）4月度クーポン利用金額の確認

 令和8年5月29日（金）4月度クーポン利用分の振込（以降、毎月繰り返し）

スケジュール

伊丹市子どもの習い事応援事業

伊丹市子どもの習い事応援事業専用ホームページ上に掲載の「事業者登録

申請フォーム」より電子申請をしてください。

申請内容の確認：事務局（本事業受託者：株式会社まいぷれwithYOU）

登録の決定 ：申請時に登録いただいたメールアドレス宛に、専用ホーム

ページの事業者マイページのID・仮パスワードを送付。

今後の手続きは、事業者マイページ内で実施。

問い合わせ先 ：専用ホームページ上の問い合わせフォームまたは

メール（itami@study-and-experience.jp）へ。

教室登録申請
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